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規

則

青
森
県
リ
サ
イ
ク
ル
製
品
の
認
定
及
び
使
用
の
推
進
に
関
す
る
条
例
施
行
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す

る
。

平
成
十
七
年
八
月
十
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

青
森
県
規
則
第
八
十
八
号

青
森
県
リ
サ
イ
ク
ル
製
品
の
認
定
及
び
使
用
の
推
進
に
関
す
る
条
例
施
行
規
則

(

趣
旨)

第
一
条

こ
の
規
則
は
、
青
森
県
リ
サ
イ
ク
ル
製
品
の
認
定
及
び
使
用
の
推
進
に
関
す
る
条
例

(

平

成
十
七
年
三
月
青
森
県
条
例
第
五
号
。
以
下

｢

条
例｣

と
い
う
。)

の
施
行
に
関
し
必
要
な
事
項

を
定
め
る
も
の
と
す
る
。

(

用
語)

第
二
条

こ
の
規
則
に
お
い
て
使
用
す
る
用
語
は
、
条
例
に
お
い
て
使
用
す
る
用
語
の
例
に
よ
る
。

(

安
全
性
、
規
格
そ
の
他
必
要
な
事
項
に
関
す
る
基
準)

第
三
条

条
例
第
五
条
第
一
項
第
四
号
に
規
定
す
る
規
則
で
定
め
る
安
全
性
、
規
格
そ
の
他
必
要
な

事
項
に
関
す
る
基
準
は
、
次
に
掲
げ
る
と
お
り
と
す
る
。

一

当
該
リ
サ
イ
ク
ル
製
品
に
含
ま
れ
る
物
質
が
土
壌
に
溶
出
す
る
可
能
性
が
あ
る
場
合
に
あ
っ

て
は
、
環
境
基
本
法

(

平
成
五
年
法
律
第
九
十
一
号)

第
十
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
定
め

ら
れ
た
土
壌
の
汚
染
に
係
る
環
境
上
の
条
件
に
つ
い
て
の
基
準
に
適
合
す
る
こ
と
。

二

次
に
掲
げ
る
規
格
の
い
ず
れ
か
に
適
合
す
る
こ
と
。

イ

日
本
工
業
規
格
又
は
日
本
農
林
規
格

ロ

県
又
は
国
が
定
め
る
土
木
工
事
等
に
係
る
共
通
仕
様
書
に
定
め
る
規
格

ハ

知
事
が
別
に
定
め
る
規
格

三

次
の
イ
及
び
ロ
に
掲
げ
る
リ
サ
イ
ク
ル
製
品
の
区
分
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ
イ
及
び
ロ
に
定
め
る

配
合
率
基
準

(

配
合
さ
れ
る
こ
と
等
に
よ
り
リ
サ
イ
ク
ル
製
品
の
原
材
料
に
含
ま
れ
る
循
環
資
源

の
割
合
に
関
す
る
基
準
を
い
う
。
以
下
同
じ
。)

に
適
合
す
る
こ
と
。

イ

財
団
法
人
日
本
環
境
協
会
が
定
め
る
エ
コ
マ
ー
ク
商
品
の
認
定
に
係
る
基
準

(

以
下

｢

エ
コ

マ
ー
ク
認
定
基
準｣

と
い
う
。)

に
配
合
率
基
準
が
定
め
ら
れ
て
い
る
商
品
の
類
型

(

当
該
配

合
率
基
準
に
よ
ら
な
い
こ
と
に
つ
い
て
合
理
的
な
理
由
が
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
商
品
の
類
型
と

し
て
知
事
が
別
に
定
め
る
も
の
を
除
く
。)

に
属
す
る
リ
サ
イ
ク
ル
製
品

当
該
リ
サ
イ
ク
ル

製
品
が
属
す
る
商
品
の
類
型
に
係
る
エ
コ
マ
ー
ク
認
定
基
準
に
定
め
る
配
合
率
基
準

ロ

イ
に
掲
げ
る
リ
サ
イ
ク
ル
製
品
以
外
の
リ
サ
イ
ク
ル
製
品

知
事
が
別
に
定
め
る
配
合
率
基

準

２

知
事
は
、
前
項
第
二
号
ハ
の
規
格
、
同
項
第
三
号
イ
の
商
品
の
類
型
又
は
同
号
ロ
の
配
合
率
基

準
を
定
め
、
又
は
変
更
し
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
あ
ら
か
じ
め
、
リ
サ
イ
ク
ル
製
品
に
関
し
学
識
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平
成
十
七
年

八
月
十
日

(

水
曜
日)

第
二
千
五
百
十
四
号



( )

経
験
を
有
す
る
者
の
意
見
を
聴
く
も
の
と
す
る
。

(

認
定
の
申
請)

第
四
条

条
例
第
五
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
認
定
の
申
請
は
、
知
事
が
別
に
定
め
る
期
間
内
に
、

リ
サ
イ
ク
ル
製
品
認
定
申
請
書

(

第
一
号
様
式)

に
、
次
に
掲
げ
る
書
類
を
添
付
し
て
行
わ
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
。

一

リ
サ
イ
ク
ル
製
品
を
製
造
し
、
又
は
加
工
す
る
事
業
場
の
平
面
図

二

リ
サ
イ
ク
ル
製
品
を
製
造
し
、
又
は
加
工
す
る
た
め
の
機
械
設
備
及
び
そ
の
保
守
管
理
に
関

す
る
書
類

三

リ
サ
イ
ク
ル
製
品
を
製
造
し
、
又
は
加
工
す
る
工
程
に
関
す
る
書
類

四

リ
サ
イ
ク
ル
製
品
の
品
質
管
理
に
関
す
る
書
類

五

リ
サ
イ
ク
ル
製
品
が
前
条
第
一
項
各
号
に
掲
げ
る
基
準
に
適
合
す
る
こ
と
を
証
す
る
書
類

六

原
材
料
と
な
る
循
環
資
源
が
他
の
者
か
ら
供
給
さ
れ
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
循
環
資
源
納
入

証
明
書

(

第
二
号
様
式)

七

そ
の
他
知
事
が
必
要
と
認
め
る
書
類

２

条
例
第
五
条
第
二
項
第
六
号
に
規
定
す
る
規
則
で
定
め
る
事
項
は
、
リ
サ
イ
ク
ル
製
品
の
原
材

料
に
含
ま
れ
る
循
環
資
源
の
割
合
及
び
発
生
場
所
並
び
に
リ
サ
イ
ク
ル
製
品
の
寸
法
及
び
重
量
と

す
る
。

(

認
定
証)

第
五
条

条
例
第
五
条
第
五
項
に
規
定
す
る
認
定
証
は
、
第
三
号
様
式
に
よ
る
。

(

表
示)

第
六
条

条
例
第
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
表
示
は
、

｢

青
森
県
認
定
リ
サ
イ
ク
ル
製
品｣

の
文

字
又
は
告
示
で
定
め
る
様
式
に
よ
り
行
う
も
の
と
す
る
。

(

変
更
等
の
届
出)

第
七
条

条
例
第
七
条
の
規
定
に
よ
る
届
出
は
、
条
例
第
五
条
第
二
項
各
号
に
掲
げ
る
事
項
の
変
更

の
届
出
に
あ
っ
て
は
リ
サ
イ
ク
ル
製
品
認
定
申
請
書
記
載
事
項
変
更
届
出
書

(

第
四
号
様
式)

、

認
定
リ
サ
イ
ク
ル
製
品
の
製
造
等
の
廃
止
の
届
出
に
あ
っ
て
は
認
定
リ
サ
イ
ク
ル
製
品
製
造
等
廃

止
届
出
書

(

第
五
号
様
式)

に
よ
り
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２

前
項
の
リ
サ
イ
ク
ル
製
品
認
定
申
請
書
記
載
事
項
変
更
届
出
書
に
は
、
第
四
条
第
一
項
各
号
に

掲
げ
る
書
類
の
う
ち
当
該
変
更
に
係
る
も
の
を
添
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

(

掲
示
す
る
事
項)

第
八
条

条
例
第
九
条
第
三
項
に
規
定
す
る
規
則
で
定
め
る
事
項
は
、
認
定
リ
サ
イ
ク
ル
製
品
の
名

称
及
び
認
定
番
号
と
す
る
。

(

身
分
証
明
書)

第
九
条

条
例
第
十
一
条
第
二
項
に
規
定
す
る
身
分
を
示
す
証
明
書
は
、
第
六
号
様
式
に
よ
る
。

附

則

こ
の
規
則
は
、
平
成
十
七
年
九
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

青 森 県 報平成17年８月10日 水曜日 第2514号 2



(
)

第１号様式 (第４条関係)

年 月 日

青森県知事 殿

住 所
�
�
法人にあっては､ 主たる�

�
�事務所の所在地 �

電話番号

氏 名
�
�
法人にあっては､ 名称及�

�
�び代表者の氏名 �

�

リサイクル製品認定申請書

青森県リサイクル製品の認定及び使用の推進に関する条例第５条第１項の規定によ

る認定を受けたいので､ 同条第２項の規定により､ 関係書類を添えて次のとおり申請

します｡

添付書類

１ リサイクル製品を製造し､ 又は加工する事業場の平面図

２ リサイクル製品を製造し､ 又は加工するための機械設備及びその保守管理に関

する書類

３ リサイクル製品を製造し､ 又は加工する工程に関する書類

４ リサイクル製品の品質管理に関する書類

５ 安全性､ 規格及び配合率が認定基準に適合することを証する書類

６ 原材料となる循環資源が他の者から供給される場合にあっては､ 循環資源納入

証明書 (第２号様式)

７ その他知事が必要と認める書類

注１ 規格の欄は､ 当該リサイクル製品に係る規格の有無について該当するものを○

で囲み､ 当該規格がある場合は､ その内容を記載すること｡

２ 配合率基準の欄は､ 当該リサイクル製品に係るエコマーク認定基準の配合率基

準の有無について該当するものを○で囲み､ 当該配合率基準がある場合は､ 該当

する商品類型を記載すること｡

３ 氏名を自署する場合においては､ 押印を省略することができる｡

４ 用紙の大きさは､ 日本工業規格Ａ４縦長とする｡

青
森
県
報

平
成
17
年
８
月
10
日
水
曜
日

第
25
14
号

3

品 目 名 称
用 途
製造 (加工)
する事業場

所 在 地
名 称

原 材 料

種 類 性 状 数 量

循 環 資 源 配 合 率 ％ (うち県内発生分 ％)
発生場所

製造 (加工)
の方法
寸 法
重 量
年間製造 (加
工) 数量

申 請 前
認 定 後

販売開始 (予
定) 年月日 年 月 日

安全性に関し
試験を行った
項目

規 格 有 ・ 無
規格の種類
名 称
番 号 等

配合率基準 有 ・ 無 商 品 類 型

参 考 事 項



(
)

第２号様式 (第４条関係)

循環資源納入証明書

次のとおり循環資源を納入していることを証明します｡

１ 納入先

� 事業場の所在地

� 氏名 (法人にあっては､ 名称及び代表者の氏名)

２ 納入する循環資源

� 種類

� 発生場所

� 年間納入数量

ア 実績

イ 予定

年 月 日

納入者 住 所
�
�
法人にあっては､ 主たる�

�
�事務所の所在地 	

電話番号

氏 名
�
�
法人にあっては､ 名称及�

�
�び代表者の氏名 	




注 用紙の大きさは､ 日本工業規格Ａ４縦長とする｡

第３号様式 (第５条関係)

認定番号第 号

リ サ イ ク ル 製 品 認 定 証

住 所
�
�
法人にあっては､ 主たる�

�
�事務所の所在地 	

氏 名
�
�
法人にあっては､ 名称及�

�
�び代表者の氏名 	

殿

下記の製品は､ 青森県リサイクル製品の認定及び使用の推進に関する条例第５条第

１項の規定による認定を受けた製品であることを証します｡

年 月 日

青森県知事 �

記

注 用紙の大きさは､ 日本工業規格Ａ４縦長とする｡

青
森
県
報

平
成
17
年
８
月
10
日
水
曜
日

第
25
14
号

4

製 品 の 品 目

製 品 の 名 称

製 品 の 用 途

使 用 し て い る
循 環 資 源

認定の有効期限



(
)

第４号様式 (第７条関係)

年 月 日

青森県知事 殿

住 所
�
�
法人にあっては､ 主たる�

�
�事務所の所在地 �

電話番号

氏 名
�
�
法人にあっては､ 名称及�

�
�び代表者の氏名 �

�

リサイクル製品認定申請書記載事項変更届出書

リサイクル製品の認定に係る申請書の記載事項に変更があったので､ 青森県リサイ

クル製品の認定及び使用の推進に関する条例第７条の規定により､ 次のとおり届け出

ます｡

注１ 氏名を自署する場合においては､ 押印を省略することができる｡

２ 用紙の大きさは､ 日本工業規格A4縦長とする｡

第５号様式 (第７条関係)

年 月 日

青森県知事 殿

住 所
�
�
法人にあっては､ 主たる�

�
�事務所の所在地 �

電話番号

氏 名
�
�
法人にあっては､ 名称及�

�
�び代表者の氏名 �

�

認定リサイクル製品製造等廃止届出書

認定リサイクル製品の製造 (加工) を廃止したので､ 青森県リサイクル製品の認定

及び使用の推進に関する条例第７条の規定により､ 次のとおり届け出ます｡

注１ 氏名を自署する場合においては､ 押印を省略することができる｡

２ 用紙の大きさは､ 日本工業規格Ａ４縦長とする｡

青
森
県
報

平
成
17
年
８
月
10
日
水
曜
日

第
25
14
号

5

認 定 番 号 第 号 認定年月日 年 月 日

変

更

内

容

変 更 前 変 更 後

変 更 年 月 日 年 月 日

変 更 の 理 由

認 定 番 号 第 号 認定年月日 年 月 日

廃止年月日 年 月 日



(
)

第６号様式 (第９条関係)

表

裏

青 森 県 県 営 住 宅 規 則 の 一 部 を 改 正 す る 規 則 を こ こ に 公 布 す る 。

平 成 十 七 年 八 月 十 日

青 森 県 知 事 三 村 申 吾

青 森 県 規 則 第 八 十 九 号

青 森 県 県 営 住 宅 規 則 の 一 部 を 改 正 す る 規 則

青 森 県 県 営 住 宅 規 則 ( 昭 和 三 十 七 年 二 月 青 森 県 規 則 第 八 号 ) の 一 部 を 次 の よ う に 改

正 す る 。

第 二 十 四 号 様 式 及 び 第 二 十 五 号 様 式 中 ｢痴呆対応型老人共同生活援助事業｣ を ｢認

知症対応型老人共同生活援助事業｣ に 改 め る 。

附 則

こ の 規 則 は 、 公 布 の 日 か ら 施 行 す る 。

告 示

青 森 県 告 示 第 六 百 五 十 三 号

介 護 保 険 法 ( 平 成 九 年 法 律 第 百 二 十 三 号 ) 第 七 十 五 条 の 規 定 に よ り 、 次 の 指 定 居 宅

サ ー ビ ス 事 業 者 か ら 居 宅 サ ー ビ ス 事 業 を 廃 止 し た 旨 の 届 出 が あ っ た の で 、 同 法 第 七 十

八 条 第 二 号 の 規 定 に よ り 公 示 す る 。

平 成 十 七 年 八 月 十 日

青 森 県 知 事 三 村 申 吾

青
森
県
報

平
成
17
年
８
月
10
日
水
曜
日

第
25
14
号

6

指 定 居 宅 サ ー ビ ス 事 業 者 居 宅 サ ー ビ ス 事 業 を

行 う 事 業 所

名 称 又 は

氏 名

主 た る 事 務 所 の

所 在 地 又 は 住 所

居 宅 サ ー

ビ ス の 種

類 名 称 所 在 地

廃 止

年 月 日

青森県リサイクル製品の認定及び使用の推進に関する条例 (抜粋)

(立入検査等)
第11条 知事は､ この条例の施行に必要な限度において､ 製品認定
を受けた者若しくは製品認定を受けた者に循環資源を供給する者
(以下 ｢認定事業者等｣ という｡ ) に対し､ 認定リサイクル製品
の製造等の方法その他必要な事項に関し報告若しくは資料の提出
を求め､ 又はその職員に､ 認定事業者等の事務所若しくは事業場
に立ち入り､ 認定リサイクル製品の製造等の状況に関し､ 設備､
帳簿､ 書類その他の物件を検査させ､ 若しくは関係者に質問させ
ることができる｡
２ 前項の規定により立入検査又は質問をする職員は､ その身分を
示す証明書を携帯し､ 関係者に提示しなければならない｡

第 号
身 分 証 明 書

所 属
職氏名

年 月 日生

上記の者は､ 青森県リサイクル製品の認定及び使用の推進に関す
る条例第11条第１項の規定により立入検査又は質問を行う職員であ
ることを証明する｡

年 月 日交付
青森県知事 �

ル
ト

ー

メ
チ
ン
セ
６

８センチメートル



( )

青
森
県
告
示
第
六
百
五
十
四
号

家
畜
改
良
増
殖
法

(
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
二
百
九
号)

第
十
六
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
家
畜

人
工
授
精
に
関
す
る
講
習
会
を
次
の
と
お
り
開
催
す
る
の
で
、
青
森
県
家
畜
人
工
授
精
講
習
会
等
開

催
要
綱

(

昭
和
五
十
六
年
十
二
月
青
森
県
告
示
第
千
五
十
七
号)

第
二
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
告

示
す
る
。

平
成
十
七
年
八
月
十
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

一

開
催
期
間

平
成
十
七
年
九
月
五
日
か
ら
同
月
三
十
日
ま
で(

土
曜
日
及
び
日
曜
日
並
び
に
祝
日
を
除
く
。)

二

開
催
場
所

青
森
県
営
農
大
学
校

(

上
北
郡
七
戸
町)

及
び
青
森
県
農
林
総
合
研
究
セ
ン
タ
ー
畜
産
試
験
場

(

上
北
郡
野
辺
地
町)

三

講
習
人
員

三
十
人
以
内

四

対
象
家
畜

牛

五

受
講
申
請
手
続

受
講
希
望
者
は
、
受
講
願
書
に
関
係
書
類
を
添
え
て
平
成
十
七
年
八
月
二
十
三
日
ま
で
に
所
管

の
農
林
水
産
事
務
所
家
畜
保
健
衛
生
所
長
に
提
出
す
る
こ
と
。

六

そ
の
他

１

受
講
願
書
の
用
紙
は
、
青
森
県
農
林
水
産
部
畜
産
課
及
び
所
管
の
農
林
水
産
事
務
所
家
畜
保

健
衛
生
所
で
交
付
す
る
。

２

そ
の
他
詳
細
に
つ
い
て
は
、
青
森
県
農
林
水
産
部
畜
産
課
又
は
所
管
の
農
林
水
産
事
務
所
家

畜
保
健
衛
生
所
に
問
い
合
わ
せ
る
こ
と
。

公

告

電
子
申
告
シ
ス
テ
ム
機
器
等
の
賃
貸
借
に
係
る
一
般
競
争
入
札

次
の
と
お
り
一
般
競
争
入
札
に
よ
り
契
約
を
締
結
す
る
の
で
、
地
方
自
治
法
施
行
令

(

昭
和
二
十

二
年
政
令
第
十
六
号)

第
百
六
十
七
条
の
六
の
規
定
に
よ
り
公
告
す
る
。

平
成
十
七
年
八
月
十
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

一

一
般
競
争
入
札
に
付
す
る
事
項

次
に
掲
げ
る
機
器
等
の
賃
貸
借
と
し
、
機
器
等
に
要
求
す
る
性
能
等
は
、
入
札
説
明
書
に
よ
る
。

電
子
申
告
シ
ス
テ
ム
機
器
及
び
機
器
関
連
ソ
フ
ト
ウ
ェ
ア

一
式

二

賃
貸
借
期
間

平
成
十
七
年
十
月
一
日
か
ら
平
成
十
八
年
三
月
三
十
一
日
ま
で

三

納
入
場
所

青
森
県
総
務
部
税
務
課

(

青
森
市
長
島
一
丁
目
一
の
一)

四

入
札
に
参
加
す
る
者
に
必
要
な
資
格

１

地
方
自
治
法
施
行
令
第
百
六
十
七
条
の
四
第
一
項
及
び
第
二
項
に
規
定
す
る
者
に
該
当
し
な

い
者
で
あ
る
こ
と
。

２

平
成
十
六
年
一
月
三
十
日
青
森
県
告
示
第
五
十
五
号

(

物
品
等
の
競
争
入
札
参
加
資
格)

又

は
平
成
十
七
年
一
月
三
十
一
日
青
森
県
告
示
第
六
十
三
号

(

物
品
等
の
競
争
入
札
参
加
資
格)

の
一
の
規
定
に
よ
り
電
子
計
算
組
織
に
係
る
役
務
の
提
供
を
受
け
る
契
約
に
つ
い
て
Ａ
の
等
級

に
格
付
け
さ
れ
た
者
で
あ
る
こ
と
。

五

入
札
説
明
書
の
交
付
場
所
、
契
約
条
項
を
示
す
場
所
及
び
問
い
合
わ
せ
先

青
森
市
長
島
一
丁
目
一
の
一

青
森
県
総
務
部
税
務
課
税
務
電
算
グ
ル
ー
プ

電
話

〇
一
七
―
七
二
二
―
一
一
一
一

(

内
線
五
四
二
〇)

六

入
札
及
び
開
札
の
場
所
及
び
日
時

１

場
所

青
森
市
長
島
一
丁
目
一
の
一

青
森
県
庁
舎

南
棟
一
階
経
理
課
入
札
室

青 森 県 報平成17年８月10日 水曜日 第2514号7

有
限
会
社
ア

ー
バ
ン
ラ
イ

フ

五
所
川
原
市
大
字

唐
笠
柳
字
皆
瀬
一

七
の
四

訪
問
介
護

訪
問
介
護
ス

テ
ー
シ
ョ
ン

つ
ば
さ

五
所
川
原
市
松
島

町
六
丁
目
四
九

平
成

��

･

�･

��



( )

２

日
時

平
成
十
七
年
八
月
二
十
四
日

午
後
二
時

３

そ
の
他

郵
送
又
は
電
送
に
よ
る
入
札
は
認
め
な
い
。

七

入
札
保
証
金
及
び
契
約
保
証
金
に
関
す
る
事
項

青
森
県
財
務
規
則

(

昭
和
三
十
九
年
三
月
青
森
県
規
則
第
十
号)

第
百
三
十
二
条
、
第
百
三
十

三
条
及
び
第
百
五
十
九
条
の
規
定
に
よ
る
。

八

契
約
書
の
取
り
交
わ
し
の
時
期

落
札
決
定
の
日
か
ら
七
日
以
内

九

そ
の
他

１

契
約
手
続
き
に
お
い
て
使
用
す
る
言
語
及
び
通
貨

日
本
語
及
び
日
本
国
通
貨

２

入
札
の
無
効

入
札
に
参
加
す
る
者
に
必
要
な
資
格
の
な
い
者
の
し
た
入
札
及
び
入
札
に
関
す
る
条
件
に
違

反
し
た
入
札
は
無
効
と
す
る
。

３

入
札
書
の
記
載
方
法

落
札
決
定
に
あ
た
っ
て
は
、
入
札
書
に
記
載
さ
れ
た
金
額
に
当
該
金
額
の
百
分
の
五
に
相
当

す
る
額
を
加
算
し
た
金
額

(

当
該
金
額
に
一
円
未
満
の
端
数
が
あ
る
と
き
は
、
そ
の
端
数
を
切

り
捨
て
た
金
額)

を
も
っ
て
落
札
金
額
と
す
る
の
で
、
入
札
者
は
、
見
積
も
っ
た
金
額
の
百
五

分
の
百
に
相
当
す
る
金
額
を
入
札
書
に
記
載
す
る
こ
と
。

大
規
模
小
売
店
舗
の
変
更
の
届
出

大
規
模
小
売
店
舗
立
地
法

(

平
成
十
年
法
律
第
九
十
一
号)

第
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
大
規

模
小
売
店
舗
の
変
更
の
届
出
が
あ
っ
た
の
で
、
同
条
第
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
五
条
第
三

項
の
規
定
に
よ
り
次
の
と
お
り
公
告
す
る
。

平
成
十
七
年
八
月
十
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

一

大
規
模
小
売
店
舗
の
名
称
及
び
所
在
地

フ
ァ
ッ
シ
ョ
ン
モ
ー
ル
城
東
高
田

弘
前
市
大
字
高
田
四
丁
目
三
の
五

二

大
規
模
小
売
店
舗
を
設
置
す
る
者
の
名
称
及
び
住
所
並
び
に
代
表
者
の
氏
名

三

大
規
模
小
売
店
舗
に
お
い
て
小
売
業
を
行
う
者
の
名
称
及
び
住
所
並
び
に
代
表
者
の
氏
名

四

届
出
年
月
日

平
成
十
七
年
七
月
二
十
二
日

五

届
出
書
の
縦
覧

１

場
所

青
森
県
商
工
労
働
部
経
営
支
援
課
及
び
弘
前
市
役
所

２

期
間

平
成
十
七
年
八
月
十
日
か
ら
同
年
十
二
月
十
日
ま
で

３

時
間

午
前
八
時
三
十
分
か
ら
午
後
五
時
十
五
分
ま
で

た
だ
し
、
弘
前
市
役
所
に
あ
っ
て
は
、
そ
の
執
務
時
間
内
と
す
る
。

六

意
見
書
の
提
出

こ
の
公
告
に
係
る
大
規
模
小
売
店
舗
を
設
置
す
る
者
が
そ
の
周
辺
の
地
域
の
生
活
環
境
の
保
持

の
た
め
配
慮
す
べ
き
事
項
に
つ
い
て
意
見
を
有
す
る
者
は
、
意
見
書
を
提
出
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

１

提
出
期
限

平
成
十
七
年
十
二
月
十
日

２

提
出
先

青
森
県
商
工
労
働
部
経
営
支
援
課

３

記
載
事
項

�

意
見
書
の
提
出
者
の
氏
名

(

法
人
に
あ
っ
て
は
、
名
称
及
び
代
表
者
の
氏
名)

及
び
住
所

�

意
見
書
の
提
出
の
対
象
と
な
る
大
規
模
小
売
店
舗
の
名
称

�

意
見
及
び
そ
の
理
由

青 森 県 報平成17年８月10日 水曜日 第2514号 8

変

更

前

変

更

後

変

更

年
月
日

株
式
会
社
し
ま
む
ら

埼
玉
県
さ
い
た
ま
市
北
区
宮
原
町
二
丁

目
一
九
の
四

代
表
取
締
役

藤
原
秀
次
郎

株
式
会
社
し
ま
む
ら

埼
玉
県
さ
い
た
ま
市
北
区
宮
原
町
二
丁

目
一
九
の
四

代
表
取
締
役

野
中
正
人

平
成

��･

�･

��

変

更

前

変

更

後

変

更

年
月
日

株
式
会
社
し
ま
む
ら

埼
玉
県
さ
い
た
ま
市
北
区
宮
原
町
二
丁

目
一
九
の
四

代
表
取
締
役

藤
原
秀
次
郎

株
式
会
社
し
ま
む
ら

埼
玉
県
さ
い
た
ま
市
北
区
宮
原
町
二
丁

目
一
九
の
四

代
表
取
締
役

野
中
正
人

平
成

��･

�･

��



( )

４

言
語

意
見
書
は
、
日
本
語
に
よ
り
記
載
す
る
こ
と
。

大
規
模
小
売
店
舗
の
変
更
の
届
出

大
規
模
小
売
店
舗
立
地
法

(

平
成
十
年
法
律
第
九
十
一
号)

第
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
大
規

模
小
売
店
舗
の
変
更
の
届
出
が
あ
っ
た
の
で
、
同
条
第
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
五
条
第
三

項
の
規
定
に
よ
り
次
の
と
お
り
公
告
す
る
。

平
成
十
七
年
八
月
十
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

一

大
規
模
小
売
店
舗
の
名
称
及
び
所
在
地

ピ
ア
ド
ゥ

八
戸
市
沼
館
四
丁
目
七
の
一
一
二
外

二

大
規
模
小
売
店
舗
を
設
置
す
る
者
の
名
称
及
び
住
所
並
び
に
代
表
者
の
氏
名

三

大
規
模
小
売
店
舗
に
お
い
て
小
売
業
を
行
う
者
の
名
称
及
び
住
所
並
び
に
代
表
者
の
氏
名

株
式
会
社
イ
ト
ー
ヨ
ー
カ
堂

東
京
都
千
代
田
区
二
番
町
八
の
八

代
表
取
締
役

井
坂
榮

外

四

届
出
年
月
日

平
成
十
七
年
七
月
二
十
二
日

五

届
出
書
の
縦
覧

１

場
所

青
森
県
商
工
労
働
部
経
営
支
援
課
及
び
八
戸
市
庁

２

期
間

平
成
十
七
年
八
月
十
日
か
ら
同
年
十
二
月
十
日
ま
で

３

時
間

午
前
八
時
三
十
分
か
ら
午
後
五
時
十
五
分
ま
で

た
だ
し
、
八
戸
市
庁
に
あ
っ
て
は
、
そ
の
執
務
時
間
内
と
す
る
。

六

意
見
書
の
提
出

こ
の
公
告
に
係
る
大
規
模
小
売
店
舗
を
設
置
す
る
者
が
そ
の
周
辺
の
地
域
の
生
活
環
境
の
保
持

の
た
め
配
慮
す
べ
き
事
項
に
つ
い
て
意
見
を
有
す
る
者
は
、
意
見
書
を
提
出
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

１

提
出
期
限

平
成
十
七
年
十
二
月
十
日

２

提
出
先

青
森
県
商
工
労
働
部
経
営
支
援
課

３

記
載
事
項

�

意
見
書
の
提
出
者
の
氏
名

(

法
人
に
あ
っ
て
は
、
名
称
及
び
代
表
者
の
氏
名)

及
び
住
所

�

意
見
書
の
提
出
の
対
象
と
な
る
大
規
模
小
売
店
舗
の
名
称

�

意
見
及
び
そ
の
理
由

４

言
語

意
見
書
は
、
日
本
語
に
よ
り
記
載
す
る
こ
と
。

大
規
模
小
売
店
舗
の
変
更
の
届
出

大
規
模
小
売
店
舗
立
地
法

(

平
成
十
年
法
律
第
九
十
一
号)

第
六
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
大
規

模
小
売
店
舗
の
変
更
の
届
出
が
あ
っ
た
の
で
、
同
条
第
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
五
条
第
三

項
の
規
定
に
よ
り
次
の
と
お
り
公
告
す
る
。

平
成
十
七
年
八
月
十
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

一

大
規
模
小
売
店
舗
の
名
称
及
び
所
在
地

フ
ァ
ッ
シ
ョ
ン
モ
ー
ル
城
東
高
田

弘
前
市
大
字
高
田
四
丁
目
三
の
五

二

大
規
模
小
売
店
舗
を
設
置
す
る
者
の
名
称
及
び
住
所
並
び
に
代
表
者
の
氏
名

株
式
会
社
し
ま
む
ら

埼
玉
県
さ
い
た
ま
市
北
区
宮
原
町
二
丁
目
一
九
の
四

代
表
取
締
役

野
中
正
人

三

変
更
し
よ
う
と
す
る
事
項
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変

更

前

変

更

後

変

更

年
月
日

八
戸
臨
海
開
発
株
式
会
社

八
戸
市
沼
館
四
丁
目
七
の
一
一
二

代
表
取
締
役

飛
岡
博
明

八
戸
臨
海
開
発
株
式
会
社

八
戸
市
沼
館
四
丁
目
七
の
一
一
二

代
表
取
締
役

上
山
高
司

平
成

��･

�･
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( )

(

発
行
所
・
発
行
人)

青
森
市
長
島
一
丁
目
一
番
一
号

青

森

県

(
印
刷
所
・
販
売
人)

青
森
市
第
二
問
屋
町
三
丁
目
一
番
七
七
号

東
奥
印
刷
株
式
会
社

定
価
小
口
一
枚
ニ
付
十
五
円
一
銭

毎
週
月
・
水
・
金
曜
日
発
行

四

届
出
年
月
日

平
成
十
七
年
七
月
二
十
二
日

五

届
出
書
及
び
添
付
書
類
の
縦
覧

１

場
所

青
森
県
商
工
労
働
部
経
営
支
援
課
及
び
弘
前
市
役
所

２

期
間

平
成
十
七
年
八
月
十
日
か
ら
同
年
十
二
月
十
日
ま
で

３

時
間

午
前
八
時
三
十
分
か
ら
午
後
五
時
十
五
分
ま
で

た
だ
し
、
弘
前
市
役
所
に
あ
っ
て
は
、
そ
の
執
務
時
間
内
と
す
る
。

六

意
見
書
の
提
出

こ
の
公
告
に
係
る
大
規
模
小
売
店
舗
を
設
置
す
る
者
が
そ
の
周
辺
の
地
域
の
生
活
環
境
の
保
持

の
た
め
配
慮
す
べ
き
事
項
に
つ
い
て
意
見
を
有
す
る
者
は
、
意
見
書
を
提
出
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

１

提
出
期
限

平
成
十
七
年
十
二
月
十
日

２

提
出
先

青
森
県
商
工
労
働
部
経
営
支
援
課

３

記
載
事
項

�

意
見
書
の
提
出
者
の
氏
名

(

法
人
に
あ
っ
て
は
、
名
称
及
び
代
表
者
の
氏
名)

及
び
住
所

�

意
見
書
の
提
出
の
対
象
と
な
る
大
規
模
小
売
店
舗
の
名
称

�

意
見
及
び
そ
の
理
由

４

言
語

意
見
書
は
、
日
本
語
に
よ
り
記
載
す
る
こ
と
。
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区

分

変

更

前

変

更

後

変

更

年
月
日

大
規
模

小
売
店

舗
の
施

設
の
配

置
に
関

す
る
事

項

荷
さ
ば
き
施

設
の
位
置
及

び
面
積

一
五
七
平
方
メ
ー
ト
ル

(

位
置
は
、
届
出
書
添

付
図
面
の
と
お
り)

一
五
八
平
方
メ
ー
ト
ル

(

位
置
は
、
届
出
書
添
付

図
面
の
と
お
り)

廃
棄
物
等
の

保
管
施
設
の

位
置
及
び
容

量

七
四
立
方
メ
ー
ト
ル

(

位
置
は
、
届
出
書
添

付
図
面
の
と
お
り)

七
六
立
方
メ
ー
ト
ル

(

位
置
は
、
届
出
書
添
付

図
面
の
と
お
り)

平
成
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